
児童養護施設や里親家庭などの社会的養護を離れた若者や、虐待経験がありながらもこれ
まで公的支援につながらなかった若者（いわゆる虐待サバイバー等）を対象に、孤立を防ぎ、
自立を支援することを目的としています。
品川区から委託を受け、ブリッジフォースマイル（以下B4S）が相互交流の場の提供や相談
支援などを行っています。

品川区 社会的養護自立支援拠点事業

自立に向けて、情報（心身、生活、家庭環境、進路希望など）を集め、課題や目標、具体的な支援内容や方法を明
記した計画書を作成。出身施設や関係支援機関とも連携しながら、支援のコーディネートを行う。

生活や進路、健康等の課題について相談に応じ、必要に応じて出身施設や各機関と連携しサポート。電話・メー
ル・対面等で受付し、本人の意向・意向をもとにニーズ把握に努める。

対象者が交流する場や、自立に必要な知識を得る機会を提供。年に1回は金銭管理セミナーを実施。

相談支援

支援計画の作成

認定NPO法人ブリッジフォースマイル
：03-6842-6766  ：commu@b4s.jp

交流支援

◆品川区児童相談所が措置し、児童養護施設等を退所した方
◆品川区内の児童養護施設等を退所した方
◆児童養護施設等を退所した区内在住の方
◆虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった方など

対象：退所後または措置経験のない方

施設等と連携し、入所中から定期的に訪問し、対象者との関係を構築しながら支援計画の作成等行う。
自立への不安や悩みに応じ、退所後の社会資源としてB4Sを周知。各機関と連携しサポート。

退所を前にした課題について相談に応じる。基本的に施設・児相からの連絡を受け、本人との面談等を実施。

早期から一人暮らしの生活イメージを持てるよう、自立準備のための学ぶ機会や、キャリアについて考える機会
を提供。高３生には巣立ちプロジェクト、中高生には自立支援セミナーの参加を促す。

◆品川区児童相談所が児童養護施設等に措置し、措置中の方
◆品川区内の児童養護施設等に措置されている方
◆品川区児童相談所が一時保護している方
◆品川区または区内施設等から児童自立生活援助事業の実施を受けている方

退所前支援

対象:退所前の方

委託先のB4Sの活動全般に関しては
HPをご参照ください

▼相談支援の対象者に向けた相談受付サイト

QR

相談支援

交流支援

委託先の団体に関しては
HPをご参照ください

b4s.jp

相談支援の対象者に向けた
相談受付サイト

b4s.jp/care
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